
国立大学法人鳴門教育大学と高知県公立大学法人高知工科大学
との連携協力に関する協定締結式について

●連携協力に関する協定について

（１）目的
この協定は，国立大学法人鳴門教育大学と高知県公立大学法人高知工科大学が包括的な連

携のもと，教育研究等の分野において相互に協力し，教育研究等の向上に寄与することを目
的としています。

（２）協力事項
鳴門教育大学と高知工科大学は、次に掲げる事項について、相互に必要な連携協力を行い

ます。
○教育・研究，文化，スポーツの向上のための連携
○その他両大学が協議して必要と認める連携

国 立 大 学 法 人 鳴門教育大学
×

高知県公立大学法人高知工科大学

令和５年６月２日

国立大学法人鳴門教育大学と高知県公立大学法人高知工科大学は、教育研究等の分野
において、連携協力に関する協定を締結することになりました。
ついては、協定締結式を次のとおり開催いたしますので、ご多忙のところ大変恐縮ですが、
取材にお越しいただきたくよろしくお願いいたします。

◇発信元◇
国立大学法人鳴門教育大学

総務部総務課総務係 仲田 英二
TEL 088-687-6014 E-mail：soumu@naruto-u.ac.jp

高知県公立大学法人高知工科大学
広報課 前田・石川

TEL：0887-53-1080 E-mail:kouhou@ml.kochi-tech.ac.jp

●連携協力に関する協定締結式について

（１）日時
令和５年６月１５日（木） １３時１０分～１３時４０分（予定）

（２）場所
鳴門教育大学 特別会議室（本部棟３階）
（鳴門市鳴門町高島字中島７４８番地）

（３）式次第
１）開会
２）出席者紹介
３）挨拶
４）協定書の署名
５）記念撮影
６）質疑応答
７）閉会

※ 当日取材にお越しいただける
場合は，鳴門教育大学まで事前
に連絡をお願いいたします。
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